
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災・自賠責・第三者行為の登録 
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自賠責の保険登録 

 

１． １２ 登録 にて 労災・自賠（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ９） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．以下を設定して 登録（Ｆ１２） を押します。 

①労災自賠保険区分・・・・・・「４ 自賠責保険」を選択します。 

②傷病の部位・・・・・・・・・・・・傷病の部位を入力します。 

③転帰事由・・・・・・・・・・・・・・継続の場合には「３ 継続」を選択します。 

④四肢特例区分・・・・・・・・・・該当部位が四肢、手指の場合に設定すると、診療行為入力時に、 

自動的に１．５倍又は２倍の加算が算定されます。 

⑤傷病年月日・・・・・・・・・・・・受傷日を入力します。 

⑥療養開始日・・・・・・・・・・・・療養期間開始日を入力します。 

⑦療養終了日・・・・・・・・・・・・療養期間終了日を入力します。未入力の場合は、療養期間終了日が 

「9999999」となり、レセプトの期間の記載が月末までとなります。 

⑧自賠責点数算定区分・・・・「０ 労災自賠責医療機関情報に準拠」を選択します。 

⑨自賠責担当医・・・・・・・・・・診療科、医師名を選択すると、レセプトに出力されます。 

⑩自賠責保険会社名・・・・・・保険会社名を入力して下さい。レセプトにも出力されます。 

 

 

 

 

 

① 

③ ④ 
⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 
⑨ 
⑩ 

【Ｐｏｉｎｔ】  

自賠責・労災・第三者行為の保険登録の場合、①「労災自賠責保険区分」を選択して 

 Enter で進めると、設定の必要な箇所にカーソルが移動します。 

② 
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労災の保険登録 

１． １２ 登録 にて 労災・自賠（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ９） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．以下を設定して 登録（Ｆ１２） を押します。 

①労災自賠保険区分・・・・・・「１ 短期給付」「２ 傷病年金」等、保険区分を選択します。 

②傷病の部位・・・・・・・・・・・・労災に認定された部位を入力します。 

③労働保険番号・・・・・・・・・・労働保険番号を入力します。不明な場合は未入力でも構いません。 

                         未入力の場合、「警告！！労働保険番号が未入力です。」と警告が 

                         表示されますが、 閉じる を押して登録出来ます。 

④年金証書番号・・・・・・・・・・傷病年金の場合、年金手帳から証書番号を入力します。 

⑤災害区分・・・・・・・・・・・・・・「１ 業務中の災害」又は「２ 通勤途上の災害」の区分を選択します。 

⑥新継再別・・・・・・・・・・・・・・「１ 初診」、「２ 再診」、「３ 転医」の区分を選択します。 

⑦転帰事由・・・・・・・・・・・・・・継続の場合には「３ 継続」を選択します。 

⑧四肢特例区分・・・・・・・・・・該当部位が四肢、手指の場合に設定すると、診療行為入力時に、 

自動的に１．５倍又は２倍の加算が算定されます。 

⑨傷病年月日・・・・・・・・・・・・負傷または発病年月日を入力します。 

⑩ 療養開始日・・・・・・・・・・・・療養期間開始日を入力します。 

⑪療養終了日・・・・・・・・・・・・療養期間終了日を入力します。未入力の場合は、療養期間終了日が 

「9999999」となり、レセプトの期間の記載が月末までとなります。 

⑫事業の名称・・・・・・・・・・・・事業所名を入力します。 

⑬事業場の所在地・・・・・・・・都道府県、郡市区を入力します。 

⑭労災基準監督署・・・・・・・・労災をレセプト電算する場合に必要です。労災保険番号を入力する 

と自動で入力されます。不明な場合は未入力でも構いません。 

                          未入力の場合、「警告！！管轄の労働基準監督署を確認し、該当 

する労働基準監督署コードを入力して下さい。」と警告が表示され 

ますが、 閉じる を押して登録出来ます。 

 

① 

③ 
④ 
⑤ 

⑦
⑨

⑭ 

② 

⑥ 

⑫ 
⑬ 

⑪ 
⑧ 

⑩ 
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＜注意＞ 

※レセプトの特記事項に『１０第三』を印字する必要があります。 

※第三者行為と私病による診療が混在する場合でも、１枚のレセプトにまとめて請求します。 

※第三者行為求償事務を円滑に処理するため、第三者行為の該当請求部分に 

コメントを入れ、病名も区別していただくよう協力依頼がされています。 

※請求に付きまして不明な点は、審査機関へご確認下さい。 

第三者行為について 

 

●第三者行為とは・・・ 

交通事故（自動車事故等）や、けんか・犬にかまれたなど第三者の行為によるケガでも 

健康保険で治療が受けられます(本人・家族)。 

治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものです。 

一時的に健康保険が立て替え払いをし、その治療費を第三者に請求します。 

したがって健康保険で治療を受ける場合は、必ず健康保険に届け出（連絡）が必要になります。 

 

                                         ～請求の流れ（例）～ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保険請求について 
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【Ｐｏｉｎｔ】 ※第三者行為の院外処方箋について。 

 

第三者行為の保険登録 

 

１． １２ 登録 にて 労災・自賠（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ９） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．以下を設定して 登録（Ｆ１２） を押します。 

①労災自賠保険区分・・・・・・「6 第三者行為」を選択します。 

②傷病の部位・・・・・・・・・・・・傷病の部位を入力します。 

③転帰事由・・・・・・・・・・・・・・継続の場合には「３ 継続」を選択します。 

④傷病年月日・・・・・・・・・・・・受傷日を入力します。 

⑤療養開始日・・・・・・・・・・・・療養期間開始日を入力します。 

⑥療養終了日・・・・・・・・・・・・療養期間終了日を入力します。未入力の場合は、療養期間終了日が 

「9999999」となり、レセプトの期間の記載が月末までとなります。 

⑦自賠責担当医・・・・・・・・・・診療科、医師名を選択すると、レセプトに出力されます。 

⑧自賠責保険会社名・・・・・・保険会社名を入力して下さい。レセプトにも出力されます。 

⑨特記事項・・・・・・・・・・・・・・「1 「１０第三」記載有」を選択します。 

                  ※自損事故による場合等、「１０第三」の記載が不要な場合、 

「2 「１０第三」記載無」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

② 

③ 

⑧ 

⑨ 

院外処方を入力した場合、 

処方箋の備考欄に自動で 

「第三者行為」が印字されます。 
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労災・自賠責の病名登録 

労災・自賠責の場合 

⇒保険適用に労災保険の保険組合せを選択して登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

第三者行為の場合 

⇒保険適用の右側に第三者を選択して登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災・自賠責マスタの検索 

 

１． ２１ 診療行為 にて患者様を呼び出し、入力コード欄に「//」と入力して Ｅｎｔｅｒ を押します。 

２．一覧選択画面にてユーザー登録に「５：労災」を選択すると、労災専用マスタが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険適用が未登録の場合、 

労災・自賠責のレセプトに 

病名が印字されません。 

保険適用が未登録の場合、 

自賠責のレセプトに病名が 

印字されません。 
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【Ｐｏｉｎｔ】  

※５２点未満の処置料を２つ以上算定した場合、処置料の点数を自動で外来管理加算の 

点数に読み替えます。 

※四肢加算、手指加算を算定する場合、加算算定後の点数で、読み替えられるかどうかを 

判断します。 

※下図のように、よく使われる労災マスタには、あらかじめ「ｒｏ ○○」の入力コードを登録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

外来管理加算の読み替えについて 

 

 

 

  

 

 

（例）消炎鎮痛等処置を四肢１部位、躯幹２部位に行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外来管理加算と処置の関係 

労災保険上の外来管理加算の算定要件は健康保険と２つの大きな違いが 

あります。 

① 処置が外来管理加算の 52 点に満たない場合、処置点数にプラスして外来管理加算が 

算定できる。ただし、処置点数がすでに 52 点を越えている場合、外来管理加算は算定できない。 

②処置行為が 2 種類あった場合、いずれの処置料も外来管理加算の 52 点に満たない場合は、 

もっとも外来管理加算に近い点数を 52 点に変更して算定する。 

なお、この場合の処置料は労災特例加算（四肢・手指）後の点数となります。 

 

 

 

 

 

 

 

※『よくわかる労災・自賠責請求マニュアル 2018-2019 年版 医学通信社』引用 

本来なら 35 点の処置で

すが、自動で 52 点に読

み替えられます。 

52 点に満たない処置を行った場合、 

自動で外来管理加算の読み替え点

数を算定します。 
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同じ日に労災・自賠責と、その他の保険を受診した場合 

 

 

 

 

 

１．保険組合せに労災の保険を選択し、労災保険分の診療内容を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

※第三者行為の場合、保険組合せに「医保 + 第三者行為」を選択します。 

 

２． 登録（Ｆ１２） を押して最後まで登録します。 

３．診療行為の画面で患者様を呼び出し、「当日に受診があります。」とメッセージが表示されましたら、 

同日再診になる方を選択します。 

※お客様の環境により、 NO 又は OK の設定が異なります。下図の場合は NO を選択します。 

 

 

 

 

 

４．再診料等が表示されますが、保険組合せに保険を選択します。 

 

 

 

 

 

 

５．「既に他保険で受信済みです。ＯＫで他保険にて算定済みへ置換えます」のメッセージが表示され 

ますので ＯＫ を押して置換えます。 

「他保険にて診療料算定済み」の下に保険診療分を入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

基本的に同日の場合、診察料を両保険では 

算定出来ません。 

代わりに、「他保険にて診療料算定済」コード

でレセプトの実日数がプラスされます。 

＜注意＞ 

労災・自賠責・第三者行為と、その他の保険では 複数科保険 の機能を使用出来ません。 

労災分と保険分を同じ画面で一緒に入力出来ませんので、必ずこの方法で入力を行って下さい。 
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労災・自賠責の明細書作成 

レセプト発行、又はレセプト電算データ作成（集計のこと）を行います。 

 

１．業務メニューから ４２ 明細書 を選択します。○の部分を確認して下さい。 

※点線で囲んだ部分は、医保レセプトの明細書作成手順と異なる部分です。 

※件数の少ない場合は、個別作成でも構いません。 

２． 確定（Ｆ１２） を押し、 ＯＫ（Ｆ１２） を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「処理は正常に終了しました」とメッセージが表示されましたら、 印刷（Ｆ１２）  を押して 

次の画面へ進みます。 
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４．レセプト発行の画面が表示されます。 

印刷したい区分だけにチェックを入れて 印刷（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．専用のレセプト用紙に印刷する場合、プリンターにセットしてから、 印刷する（Ｆ１２） を押すと、 

紙レセプトが発行されます。 
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【Ｐｏｉｎｔ】 下記のマスターコードを使用します。 

※登録手順はマニュアルの『マスタ登録 – 特定器材の登録』をご参照下さい 

◆ 診断書料：095910001～ 

◆ 明細書料：095920001～ 

◆ 特定器材・その他：095930001～ 

◆ 入院料加算：095940001～ 

◆ 室料加算に印字するマスタ：095940101～ 

【労災レセプトの注意点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療養が終了した場合、傷病名の転帰とは 

別に患者登録画面からも「療養終了日」を 

登録します。 

病名が印字されない場合、病名登録の 

保険適用から「労災保険」を登録します。 

※-労 3- 参照 

 ２２ 病名 の コメント（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ５） にて 

労災レセプト「傷病の経過」コメントを登録すると、 

傷病の経過を印字出来ます。 

（１００文字を超えた分は摘要欄に印字されます） 

入院の室料差額や労災の入院料加算、 

特定器材等は労災専用コードから登録し

て入力します。 

（診断書料や明細書料も同様） 
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【Ｐｏｉｎｔ】 下記のマスターコードを使用します。 

※登録手順はマニュアルの『マスタ登録 – 特定器材の登録』をご参照下さい 

◆ 診断書料：095910001～ 

◆ 明細書料：095920001～ 

◆ 特定器材・その他：095930001～ 

◆ 入院料加算：095940001～ 

◆ 室料加算に印字するマス：095940101～ 

【自賠責レセプトの注意点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転帰区分が印字されない場合、 

患者登録の転帰事由から登録します。 

※病名登録画面の転帰区分は、 

レセプトの転帰区分に反映されません。 

病名が印字されない場合、病名登録の 

保険適用から「自賠責保険」を登録しま

す。 ※-労 3- 参照 

入院の室料差額や自賠責の入院料加

算、特定器材等は自賠責専用コードから

登録して入力します。 

（診断書料や明細書料も同様） 

患者登録の自賠責担当医を登録すると 

医師名が印字されます。 



- 労12 - 

 

【第三者行為レセプト】 

 

●医保レセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自賠責レセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項に「１０第三」が 

自動で印字されます。 

摘要欄に第三者行為で請

求する点数・一部負担額が

自動で印字されます。 

1 点単価 10 円、加算倍率 1.0 倍 

で計算されます。 
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労災の総括表印刷 

紙レセプトに添付する労働者災害補償保険診療費請求書を印刷します。 

 

１．業務メニューから ４４ 総括表･公費請求書 を選択します。 

２．診療年月を入力します。 

３．請求年月日を入力します。（必ず診療年月の翌月の日付を入力して下さい。） 

４．対象帳票の医保をチェックを外し、労災にチェックを入れて 印刷開始（Ｆ１２） を 

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．専用の用紙に印刷する場合、プリンターにセットしてから、 印刷する（Ｆ１２） を押すと、 

総括表が発行されます。 

   

 

 

 

（例）総括表印字イメージ 
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療養終了後に証明書を請求したい場合 

 

（例）労災保険で 4 月 25 日に治癒したが、休業証明を 5 月のレセプトで請求したい。 

4 月 25 日に療養終了しており、診療行為画面で労災保険を選択出来ない。 

 

１． １２ 患者 より 労災・自賠（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ９） を押します。 

２．労災自賠責保険入力画面にて クリア（追加）（Ｆ２） を押し、新しく労災保険を入力します。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．入力が完了しましたら 登録（Ｆ１２） ⇒ 登録（Ｆ１２） を押して労災保険を登録します。 

※ 労災・自賠（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ９） を再び開くと、労災保険が複数表示されます。 

例の場合では、診療を行った期間の R2.4.10～R2.4.25 の労災保険と証明書を入力する為に 

登録された R2.4.10～R2.5.5 の労災保険、が表示されます。 

 

 

 

 

 

４． ２１ 診療行為 にて、休業証明を入力した後に証明期間「840800001」を入力し、 

期間を入力します。 

 

 

 

 

 

 

療養開始日は休業証明期間の開始日、 

療養終了日は証明書を算定する日付を 

入力します。 
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【Ｐｏｉｎｔ】  

今後も「証明書期間マスタ（840800001）」を使用する場合は、検索を簡単にする為に 

入力コードを登録して下さい。 

 

１． ２１ 診療行為 より 入力ＣＤ（Ｆ５） を押し、入力コード登録を行います。 

 

 

 

 

 

２．入力が完了しましたら 登録（Ｆ１２） を押して、 

 ＯＫ（Ｆ１２） で登録します。 

（例）レセプト印字イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足：レセプトの療養期間の開始日は、新たに追加した保険の開始日を参照。 

   レセプトの療養期間の開始日は、証明期間の終了日の日付を参照して記載します。 

 

 

 

 

手順４で入力した証明期間が 

印字されます。 

手順４で入力した証明期間が 

印字されます。 

労 3 ページ記載のように、 

「ｒｏ ○○」の入力コードを 

登録すると検索時に簡単に 

検索出来ます。 


